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【お問い合わせ・寄附のお申し出先】

▶寄附を募集する事業

苫小牧市総合戦略に掲げる４つの基本目標に対する取組に対して、企業のみなさまから
の寄附を募集しています。

❶仕事をつくり、安定した雇用環境を
整備する事業

❷結婚の希望を叶え、安心して出産・
子育てができる環境を整備する事業

❸本市と関わる機会を創出し、
新たな人の流れをつくる事業

❹地元の魅力を高め、住みやすい環境
を整備する事業

▼苫小牧市HP

氷都とまこまい体感プログラム

国内有数のアイスホッケータウ
ンという特徴を活かし、氷都と
まこまいの文化であるアイス
ホッケーを活用し、ターゲット
を絞った移住プログラムを実施
します。

ゼロカーボンシティプロジェクト

2050年のCO2排出実質ゼロを目指
して、小中学生への環境教育、町
内会との共同による啓蒙活動、市
内企業の脱炭素化支援等を実施し
ます。

市内大学インターンシップ支援事業

市内大学における市内企業へのイン
ターンシップを支援することで、学
生の市内企業の認知度向上を図り、
市内企業への就職を促進します

多子世帯給食費助成事業

多子世帯の子育て費用の負担軽減
を図り、健やかに子育てできる環
境をつくるため、3人目以降の児童
生徒の学校給食費を助成します。

企業版ふるさと納税を募集しています
～苫小牧市の未来を創る～



▶企業負担がより軽減されます

▶留意事項
 本制度は、苫小牧市外に本社（地方税法における「主たる事務所又は事業所」）がある企業様から

の１回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
 本制度の対象期間は令和７年度から令和９年度までとなります。
 寄附を行う代償として、経済的な利益を受け取ることは禁止されています。

※控除額には上限がありますので、詳しくは税理士等にご相談ください

通常の自治体への寄附による控除額

企業版ふるさと納税を活用した寄附による控除額

寄附額

地方公共団体への寄附は「寄附額の全額損金算入」により、寄附額に対して約３割の税

の軽減効果があります。加えて、企業版ふるさと納税を活用した寄附の場合、最大で約

６割が税額控除されます。

企業負担
約１割

税額控除
最大約６割

損金算入
約３割

▶ご寄附いただいた企業様には
 市⾧から感謝状を贈呈させていただきます。
 苫小牧市の公式ホームページで企業名等を紹介させていただきます。

※公表等を希望されない場合も対応させていただきます。

社会貢献に取り組む企業としてイメージアップ
企業の取組を多くの方に知っていただく機会となります。
当市も企業の貢献やパートナーシップについて発信させていただきます。

メリット
２

特定のプロジェクトを応援することができる
当市が取り組む様々な施策や新たな事業展開など、企業イメージに
合った寄附金の使途をお選びいただけます。

メリット
３

寄附額の税額軽減が最大約９割で、実質負担１割
法人関係税について大きな軽減効果を得ることができます。
(例) 1,000 万円寄附すると最大 900万円の法人関係税が軽減されます。

メリット
１

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）は、企業が自治体の地方創生事業に

寄附をすることで、法人関係税の控除を受けることができる制度です。

企業版ふるさと納税とは？


